
年金機能強化法が施行されます
平成26年4月1日に「年金機能強化法」が施行されました。そのうち、

年金給付に関する改正事項を改めてご紹介します

今月の年金相談

5月21日（水）

10:40～12:00
13:00～15:00

役場第1・2会議室

みんなの年金ガイド
知っ
て

おき
たい

◆子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます
　これまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていましたが、改正

後は子のある夫にも支給されます。

◆未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます
　これまでは、未支給年金（亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金）を受け取れる遺族の範

囲は「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、改正後は「上記以外の３親等内の親族」

（甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など）まで拡大されます。

◆国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます
　これまでは、国民年金の任意加入被保険者（サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入

をしていた方）が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期

間に算入されませんでしたが、改正後はこの未納期間が受給資格期間に算入されます。

◆繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます
　これまでは、老齢年金の受給権を取得した日から５年を経過した日後に繰下げの請求があったときは請求

の翌月から増額された年金が支給されていましたが、改正後は請求が遅れたときでも、５年を経過した日の

属する月の翌月から増額された年金が支給されます。

◆障害年金の額改定請求が１年を待たずに請求できるようになります
　これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障

害状態の確認等から１年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでしたが、改正後は

省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができま

す。

◆さかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになります
　老齢厚生年金の受給者が障害の状態（障害厚生年金の1級から3級に該当する程度）にある場合に適用され

る特例制度が改正され、すでに障害年金を受けている方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる

時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまでさかのぼって支給されます。

◆年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります
　年金の受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合、世帯員（住民票上の世帯が同一の方）はその

旨を年金事務所へ届出していただくことになりました（生存の事実確認ができない場合は、年金の支払いが

一時止まります）。

◆問い合わせ先　　請求手続きや届け出など　ねんきんダイヤル　　　1０５７０－０５－１１６５

　　函館年金事務所　・加入手続きや納入相談など　国民年金課　　　1０１３８－５６－１１６５

　　　　　　　　　　・障害年金の請求手続きなど　お客様相談室　　1０１３８－８２－８００２

　　役場窓口　　　　　住民生活課社会係（窓口５番）　　　　　　　1０１３７－６２－２１１１（内線２４５）

　　　　　　　　　　　熊石総合支所住民サービス課　　　　　　　　1０１３９８－２－３１１１

　　　　　　　　　　　落部支所　　　　　　　　　　　　　　　　　1０１３７－６７－２２３１

番号のかけ間違いにご注意ください

詳しくは、お近くの「年金事務所」へおたずねください

年金相談は完全予約制です。ご希望の方は、役場社会係までご連絡願います。

完全予約制
相談日の２日前までに申し込みください
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